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市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備 PFI 事業 

条件規定書に対する意見・質問への回答 

 

平成 14 年７月３０日 

 

整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

   ＰＳＣの公表時期について 優先交渉権者決定後に公

表します。 

１－１ 条件規定書 7 頁 

第 3．７市は、必要と認

めた場合、書面により設

計の変更を要求する事

が出来る。事業者は市か

らの書面受領後 14 日以

内に検討結果を市に書

面にて通知する。 

当グループが著作物を利用する

ときは、ご快諾いただけますで

しょうか。 

第 3．１０として回答し

ます。 

利用の際は、書面による

承諾依頼を受けて市は承

諾等を判断することを考

えています。 

１－２  9 頁 

第 4．11-(1)-ｱ事業者は、

工事施工状況を適時市に

報告するとともに、市か

ら要請があれば施工の事

前説明及び事後報告を行

う。市は、事業者又は建

設企業が行う工程会議に

立ち会う事が出来るとと

もに、何時でも工事現場

において施工の確認が出

来る。 

工事現場における施工の確認

は、現場の安全確保の観点から、

事前に通知をしていただくこと

が必要と考えますが、いかがで

しょうか。 

事前に通知させていただ

きます。 

１－３  10 頁 

第 4.13-(4)上記(1)及び

(2)に基づき、増減される

契約金額及び支払方法に

ついて、市と事業者との

協議が整わない場合に

は、市が合理的な金額及

び方法を定め事業者に文

書にて通知し、事業者は

これに従う。 

事前に双方が納得できる充分な

協議がなされること、また、通

知された金額が不合理な場合に

は、これに対して異議を述べる

権利が事業者に留保されてい

る、と理解してよろしいでしょ

うか。 

双方の納得できる十分な

協議がなされることが前

提と考えています。 

１－４  11 頁 

第 4.16-(2)本事業の工

事の施工に伴い、通常避

けることが出来ない騒

音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由によ

公共工事標準請負契約約款 28 条

2 項では、通常避けることが出来

ない第三者損害は発注者負担と

なっており、これに準拠してい

ただけないでしょうか。 

条件規定書のとおりと考

えています。この条件の

基で、保険を付保して下

さい。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

り第三者に損害を及ぼし

た場合には、事業者がそ

の損害を賠償する。 

１－５  12 頁 

第 4.17-(3)不可抗力に

よる損害及びその復旧に

係る費用は、1/100 を事

業者負担し、残りは市が

負担する。但し、事業者

の責に帰すべき事由があ

る場合には、事業者が負

担する。 

事業者が 1/100 を負担する付加

抗力による損害、復旧費は、保

険金控除前か控除後か、どちら

でしょうか。 

保険金控除後と考えてい

ます。 

１－６  13 頁 

第 4.20 校舎Ａ棟及び給

食室の仮使用。 

仮使用する施設の範囲の特定、

使用方法、維持管理、仮使用に

伴い発生する損害の負担、責任

の限度などの詳細について定め

る<仮使用に関する覚書>の締結

が必要と考えますが、いかがで

しょうか。 

特定事業契約締結に当た

っての協議事項として検

討させていただきます。

１－７  14 頁 

第 4.22-(2) (1)の規定

による貸しの補修又は損

害賠償の請求は、第 5.1

に規定する本施設等の市

への譲渡･所有権移転か

ら 10 年以内に行わなけ

ればならない。ただし、

什器備品については 1 年

以内とする。 

公共工事標準請負契約約款 44 条

(A)2 項、4 項に準拠していただ

けないでしょうか。 

条件規定書のとおりと考

えています。 

１－８  35 頁 

第 11.3 財務書類の提

出 

公認会計士の監査済財務書類の

提出が義務付けられております

が、法的根拠のある場合を除い

て、コストダウンの観点から期

間を初期に限定していただき、

以降は監査役の監査報告として

いただくことはできないでしょ

うか。 

特定事業契約締結に当た

っての協議事項として検

討させていただきます。
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

１－９  38 頁 

第 11.13-(1)事業者の出

資者はｸﾞﾙｰﾌﾟ代表企業を

含め、ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成員のみ

とし、ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表企業の

出資比率は事業期間を通

じて常に最大かつ 1/3 超

に保つ。但し、止むを得

ない事情が生じた場合に

は、市と協議する。 

出資比率等の義務を解除する

『止むを得ない事情』の具体例

をご教示ください。 

原則出資比率等の義務を

解除することはありませ

ん。 

合併等の場合を除き、出

資会社が解散し、完全に

消滅した場合等が想定さ

れますが、実際にそのよ

うな事情が生じた都度の

判断になります。 

１－１

０ 

 38 頁 

第 11.13-(2)出資者によ

る事業者の株式の譲渡、

担保権等の権利の設定、

その他の処分行為、並び

に事業者による株式、新

株予約権付社債の発行等

については、市の事前の

承認を条件とする。 

金融機関から融資を受けるに当

たり、当該金融機関からの事業

者株式に対する担保設定を求め

られることが予想されます。そ

のための市の事前承認の基準を

ご教示ください。 

事業者株式に対する担保

設定は承認事項と考えて

います。 

１－１

１ 

その他 設計にあたっての質問受

付について 

今回の条件規定書の質問受付と

は関係ございませんが、参考資

料となる図面も公表されました

し、設計業務を進めていく上で

生じる疑問点がいろいろとござ

います。つきましては、設計に

あたっての質問受付期間を参加

表明以降に設けていただきたい

と存じます。 

資格審査を通過したグル

ープに対して追加の質問

期間を設定することを考

えています。日時は資格

審査結果通知時にお知ら

せしたいと考えていま

す。 

 

２－１ 条件規定書 26 頁 

契約終了時の措置 

            

「契約期間満了時に際して、本

施設等について当該時点におけ

る要求水準を100％満たすこと」

とありますが、「当該時点にお

ける要求水準」とは、いつ頃、

どのような手続きで定めるので

しょうか。 

（事業者との協議の上、設定さ

れるのでしょうか） 

事業者との協議の上、設

定することを考えていま

す。 

２－２  29 頁 

市の債務不履行による契

約解除（市の損害賠償）

市が賠償する損害金として「４

－エ－（ア）」に例示されてい

る額のうち、②において事業者

の株主に対する遅延損害金が年

５％とされていますが、この根

拠をお聞かせください。（他の

遅延損害金は概ね年８.２５％

となっています） 

民法４０４条並びに４１

９条の規定に従っており

ます。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

２－３  31 頁 

法令変更に起因する契約

の終了 

契約の終了が施設等の移転後・

移転前の両ケースとも、市は施

設整備費用（相当分）を特定事

業契約に規定された支払スケジ

ュールにより支払うとあります

が、これは契約終了後も割賦で

支払われるとの解釈でよろしい

でしょうか。 

事業契約終了によりＳＰＣの必

要性がなくなり、解散すること

も考えられます。残金を一括払

いとすることはご検討いただけ

ますでしょうか。 

条件規定書のとおりと考

えています。 

３－１  １頁 

第 1 章 

用語の定義―ク 

『「設計企業」とは、応募資格

者として…』とあり、『「建設

企業」とは、応募者として…』

とありますが、この応募資格者

と応募者とはどのような使い分

けをされていると理解すればよ

ろしいのでしょうか。ご教示下

さい。 

同義とご理解下さい。 

３－２  16 頁 

第５．６  登記に係る費

用のサービスフィーへの

算入の有無 

市は登記に係る合理的な費用を

負担するとし、第５．５ではそ

の登記手続き業務は事業者が行

うとされています。この際、提

案するサービスフィーには市名

義での建物の表示登記等の登記

業務の実費分を見込んで算出す

るものと理解すればよろしいの

でしょうか。それとも、登記手

続き時点では、別途実費分が支

払われるものと理解すればよろ

しいのでしょうか。 

ＰＳＣとの比較のため、

ご提案のサービスフィー

には見込まずに算出して

下さい。 

実際の支払い方法は、登

記手続き時の別途実費払

いを考えています。 

 

４－１ 条件規定書 ４頁 

第２．２（４） 

 

「業務分担の安定性に問題があ

ると判断される場合、市が否認

する事ができる」とありますが、

安定性について貴市・事業者間

で協議できると考えて宜しいで

しょうか。 

そのようにお考え下さ

い。 

４－２  ４頁 

第２．３（３） 

事業者が得られる金融上の支援

とは、国庫及び県の補助金と考

えてよろしいでしょうか。現在

想定されている「金融上の支援」

を具体的に御教示頂けますか。 

そのようにお考え下さ

い。具体的な想定はして

いません。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

４－３  １０頁 

第４．１２（３） 

工期の変更期間について、市と

事業者との協議が整わない場

合、市が合理的な期間を定める

とありますが、「合理的な期間」

の決め方をお示しください。 

その時の状況により判断

することになると考えま

す。 

４－４  １０頁 

第４．１３（１） 

貴市に帰責性のある設計変更の

追加費用は、貴市の負担と考え

て宜しいでしょうか。 

そのようにお考え下さ

い。 

４－５  １１頁 

第４．１４（３） 

「事業者が実施する本施設等の

検査又は試験」のうち、どの程

度の検査並びに試験への立会い

を想定されていますか。 

可能な限り全て立ち会う

ことを考えています。 

４－６  １１頁 

第４．１６（２） 

「工事の施工に伴い、通常避け

る事ができない騒音、振動、地

盤沈下、地下水の断絶等の理由

により第三者に損害を及ぼした

場合には、事業者がその損害を

賠償する」とありますが、通常

避ける事のできない地盤沈下、

地下水断絶等のﾘｽｸは本件土地

を選定し、土地を所有する貴市

が負担するのが妥当ではないで

しょうか。 

条件規定書のとおりと考

えています。この条件の

もとで保険を付保して下

さい。 

４－７  １６頁 

第５．６ 

「市は登記に係る合理的な費用

を負担する。」とあるのですが、

これには SPC の設立登記費用、

抵当権の設定費用、司法書士費

用も含まれると考えてよろしい

でしょうか。 

SPC 設立登記費用、抵当

権設定費用は対象外であ

り、本施設等の市への譲

渡・所有権移転に伴う費

用を対象としています。

なお、ＰＳＣとの比較の

ため、ご提案のサービス

フィーには当費用を見込

まないで下さい。 

４－８  ２４頁 

第７．２（２） 

国庫補助金等が得られる場合、

その予定額（割合）ならびに支

給の前提となる要件を御教示願

います。 

要求水準書Ｖに示すとお

りです。 

４－９  ２４頁 

第７．２（３） 

政策金融による低利融資を受け

る場合、融資についての条件等

を各提案者が個別に交渉する必

要があるのでしょうか。貴市が

統一した条件交渉を行い、条件

を公表して頂く事は可能でしょ

うか。 

各提案者が交渉すること

とします。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

４－10  ２６頁 

第８．２（３） 

「事業者は維持管理業務満了に

際しては、本施設等について当

該時点における要求水準を１０

０%満たすものとし…」とは１５

年後を差し、その間の経年劣化

を踏まえた要求を満たしていれ

ばよいと考えて宜しいでしょう

か。また、敢えてこの項目のみ

１００%と書かれていますが、何

か特別な意味があるのでしょう

か。 

事業者との協議の上、設

定することを考えていま

す。 

４－11  ２８頁 

第８．３（４）ア（イ）

市が出来形部分を契約解除の後

に利用する場合には、市が当該

出来形部分を買い受ける事がで

きるとありますが、この場合、

買受価格の下限設定をして頂け

ないでしょうか。また、買受金

額はどのように決めるのでしょ

うか。 

買受金額は事業者と協議

して決定します。 

４－12  ３２頁 

第９．６（３） 

貴市が特定事業契約の締結日以

降、法令変更により契約終了し

た場合、出来形部分に係る施設

整備費用相当分を、買受金額と

して支払うとありますが、この

「施設整備費用相当分」という

のは事業締結時までに明確にな

ると考えてよろしいでしょう

か。 

終了時点の出来形部分に

よって異なるため、事前

明確化はできないと考え

ます。 

４－13  ３５頁 

第１１．１ 

本事業に関連して生ずる公租公

課は、特定事業契約に特段の定

めがあるものを除き、すべて事

業者が負担するとありますが、

本件施設に関する固定資産税及

び都市計画税は貴市が支払われ

るものと理解してよろしいでし

ょうか。 

そのようにお考え下さ

い。なお、ＳＰＣが負担

する公租公課は、消費税、

地方消費税等になりま

す。 

４－14  ４５頁 

別紙６－２ 

事業者は、本事業の事業期間に

おいて、第三者賠償責任保険に

加入するものとするとあります

が、付保金額及び免責金額は事

業者提案によるものと理解して

よろしいでしょうか。 

そのようにお考え下さ

い。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

４－15  ５１頁 

別紙１１－４，５ 

減額等の決定において、累積ペ

ナルティポイントによる支払計

算について具体的な例をお示し

頂けますか。また「加算率」の

定義につき、御説明頂けると幸

甚です。 

具体的な内容は特定事業

契約締結に当たっての協

議事項とさせていただき

ます。 

 

５－１ 

 

 

 ４頁 

第 2 章、第 2.5 維持管理、

保育所の維持管理 

保育所の運営事業者と維持管理

の委託契約を別途締結し、保育

所の維持管理を行うと記載され

ていますが、PFI 事業者が保育所

運営事業者と直接、維持管理内

容と費用も含め別途打ち合わせ

て決めてよいのか、又は市の担

当窓口を含めて行うのかご提示

ください。 

保育所の維持管理契約は

保育所運営事業者とＰＦ

Ｉ事業者が直接、行うこ

ととします。 

５－２ 

 

 

 ６頁 

第 3 章、第 3.4（3）、公

会堂の座席 

公会堂の座席は一部移動となっ

ていますが、その範囲及び席数

並びに椅子の形式についてご提

示ください。 

要求水準書に示す条件の

もとでご提案下さい。 

５－３ 

 

 

 ９頁 

第 4 章、第 4.11（3）工

事管理業務 

事業者は工事監理者を設置

し、と記載されていますが、構

成員の中で設計を担当する会社

の1級建築士、又は構成員の中で

建設を担当する会社の現場管理

技術者（1級建築士・1級建築工

事施工管理技師・指定建設業監

理技術者） 

で可能と考えられますが如何で

しょうか。 

可能であると考えます。

５－４ 

 

 

 １４（４５）頁 

第4章、第4.21（2）イ（イ）

別紙6に規定する保険 

（別紙 6、2、第三者賠償

責任保険） 

別紙 6 に規定する保険とは、第

三者賠償責任保険となっており

ますが、維持管理業務期間内に

第三者への賠償責任を負う保険

と考え、施設管理者賠償責任保

険等で事業者が提案する考えで

宜しいでしょうか 

そのようにお考え下さ

い。 

５－５ 

 

 

 
２２頁 

第６．１５ 大規模修繕計

画立案（建物、設備、外

構）（１） 

・・・建物、設備及び外構施設

等の保守管理業務内容を外れ

る、建物、・・・」とあります

が、「を外れる」とはどういう

意味でしょうか。 

事業予定者が提案する、

建物・設備・外構の保守

管理業務に含まれない大

規模な修繕や更新を指し

ます。 

５－６ 

 

 

 ２４頁 

第７．２施設整備費用

（３） 

「政策金融による低利融資を得

られることとなった場合には、

事業者は・・・当該融資による

事業者の利息負担の軽減を市の

施設整備費用支払額に反映さ

ご指摘のとおりです。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

せ、新たな支払額を定める。」

とありますが、日本政策投資銀

行におかれましては、政策金融

の主旨が事業者の経営安定性向

上等とされ、例えこの融資がつ

いても行政側の負担を変更する

のは主旨に合わないと明言され

ております。この点を市より政

策投資銀行へ照会して下さい。 

５－７ 

 

 

 ２９頁 

第８．４ 市の債務不履行

（３） 

「・・・出来高部分があるとき

は、市は、当該部分を買い受け

ることができる。」とあります

が、この条文の主旨からして「買

い受けることができる」ではな

く、「買い受けるものとする」

とすべきではないでしょうか。 

そのようにお考え下さ

い。 

５－８ 

 

 

 ３５頁 

第１１．１ 公租公課の負

担 

「本事業に関連して生じる公租

公課は、特定事業に・・・全て

事業者が負担する」とあります

が、本件はＢＴＯ事業であり、

公租公課とは何を指しているの

でしょうか。 

ＳＰＣが負担する消費

税、地方消費税等を指し

ます。 

５－９ 

 

 

 ２６頁 

第８．２ 契約終了時の措

置 （３） 

「・・・本施設等について当該

時点における要求水準を 100％

満たすものとし、市が継続使用

するための水準を確保する。」

とありますが、「当該時点にお

ける要求水準」並びに「市が継

続使用するための水準」とは具

体的に示されるものがあります

か。それは、経年による部品等

の劣化は考慮されているものと

考えてよろしいでしょうか。 

当該時点における要求水

準は、事業者との協議の

上、設定することを考え

ています。 

６－１ 

 

 

 １１頁 

第三者に及ぼした損害 

（２）工事施工に伴い、通常避

ける事の出来ない騒音・振動・

地盤沈下・地下水の断水等の理

由により第三者に損害を及ぼし

た場合．．．と言う記述は、「通

常避ける事の出来ない」という

言葉の解釈を含め、『工事施工

に伴いその因果関係が明確であ

り、かつ通常近隣対策上予見可

能な範囲において発生した騒

音・振動・地盤沈下・地下水の

断水等の事象による損害』と理

解してよろしいでしょうか。 

条件規定書のとおりと考

えています。この条件の

もとで保険を付保してく

ださい。 
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整理 

番号 

タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

また、通常予見し得る範囲を超

える場合は、不可抗力による損

害発生と考え、損害の賠償は市

の負担（99/100）と考えてよろ

しいでしょうか。（第三者賠償

責任保険で担保できる部分は除

く） 

６－２ 

 

 

 １４頁 

瑕疵担保 

 

（２）瑕疵の修補または損害賠

償の請求は、本施設等の市への

譲渡・所有権移転から、１０年

以内とし、什器・備品は１年以

内とするとなっています。 

ここで言う本施設等とは、建物

主要構造部分を指し、付帯の設

備・機器等の瑕疵担保責任はメ

ーカーの保証の範囲と考えてよ

ろしいでしょうか。 

また所有権移転から起算するの

ではなく、使用開始または竣工

検査を起算日として考えたいと

思います。 

付帯の設備・機器等の瑕

疵担保責任の範囲につい

ては、特定事業契約で明

らかにします。 

起算日は条件規定書のと

おりとします。 

 

 

６－３ 

 

 

 ２４頁 

施設整備費用 

（３）建設整備について、事業

者が政策金融による低利融資を

得られる事となった場合．．．

とありますが、ＰＦＩにおける

金融上の支援策として市が想定

されているものがあれば、お示

しください。 

また提案段階においては、あく

まで想定された資金調達計画に

基づき収支計画を提案するもの

で、実際に事業予定者になった

段階において具体的に融資等の

調整作業に入ります。実際の調

達コストが確定するのは、さら

に時間の経過を要すこととなり

ます。この実質調達コストを市

に対して報告する義務があり、

かつ提案段階の収支計画を修正

して契約金額を変更すると言う

ことでしょうか。逆に政策金融

をベースに事業提案していたも

のが、不可能になった場合、事

業者の金利負担増を理由に市の

支払額を増額することが出来る

と言う事でしょうか。 

政策上の支援策で特に想

定しているものはありま

せん。 

調達コストは政策金融に

よる低利融資を想定せず

に提案してください。 
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タイトル 質問箇所 質問内容 回  答 

６－４ 

 

 

 ２７、２８頁 

事業者の債務不履行によ

る契約の早期終了 

（３）市への譲渡・所有権移転

の前後を問わず、以下の事由が

発生した場合には、市は書面に

よる通知の上で、特定事業契約

の全部を解除することができ

る。という記述において、（イ）

（ウ）の事由における事業の継

続が困難と合理的に判断される

事象について、どの様な手順で

どの様な状況をもって事業の継

続能力を判断されるのかお示し

ください。（特に２つのＰＦＩ

事業グループにより形成される

コンソーシアムのメンバー企業

が破綻等した場合の、２つのＰ

ＦＩ事業に及ぼす影響につい

て。） 

特定事業契約で明らかに

します。 

 

 


